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１ 地域の特性 

 

（１）位置・地勢等 

 

中丹地域は、京都府の北部に位置する、福知山市、舞鶴市及び綾部市からなる丹波山地の山々

と日本海に囲まれた地域です。 

東西は５６ｋｍ、南北は５０ｋｍにわたり、面積は約１，２４１ｋ㎡で京都府域の約２７％

を占め、丹後地域、南丹地域、福井県の嶺南地域と兵庫県の但馬・丹波地域に隣接しています。 

海岸線や岩礁等の迫力ある風景が見られる若狭湾（若狭湾国定公園）、幻想的な雲海が見られ

る大江山連峰（丹後天橋立大江山国定公園）や君尾山（京都丹波高原国定公園）をはじめ、地

域を貫流する由良川の豊かな流れ、緑豊かな里山の風景、美しい星空など、「海」・｢山｣・「川」

等のあらゆる自然に恵まれています。 

中丹地域は、京都府の北部に位置する、福知山市、舞鶴市及び綾部市からなる丹波山地の山々

と日本海に囲まれた地域です。 

 

（２）歴史・文化 

 

丹波山地の山々と日本海に囲まれた中丹地域は、豊かな自然を背景に、歴史的に丹波と丹後

の個性あふれる生活・文化・経済圏を形成してきました。 

縄文時代や弥生時代には、由良川流域を中心に集落が営まれ、古墳時代には、由良川を見下

ろす丘陵上の私市円山古墳（綾部市）をはじめとした数千基の古墳が築かれ、奈良時代には、

古代寺院が建立されていたことも確認されています。 

平安時代には、山岳寺院が開かれ、仏像、祭礼、芸能、薬師信仰や鬼退治伝説など特色ある

文化や文化財が現在まで伝えられています。鎌倉時代には、府北部の建造物では唯一の国宝と

して知られる光明寺二王門（綾部市）が建立されています。 

南北朝時代から戦国時代にかけては、多数の山城が築かれました。また、丹波は、室町幕府

を開いた足利尊氏との関係も深く、安国寺（綾部市）には足利尊氏生誕の伝承が残されていま

す。さらに、織田信長の丹波平定後には、丹波の福知山は、由良川の築堤等も行った明智光秀

が領主となり、丹後の舞鶴は、和歌等に通じた文化人でもあった細川幽斎(藤孝)が領主となり、

それぞれ福知山城と田辺城を築城し、城下町がつくられ商業が栄えました。 

江戸時代には、福知山藩、田辺藩、綾部藩の置かれた城下町がそれぞれ独立して栄え、今日

の福知山市、舞鶴市、綾部市の礎となりました。また、由良川の水運が経済の動脈として利用

されるとともに、今日の京阪神に至る内陸交通が発達しました。 

明治維新を迎えるに当たり、山城・丹波(一部は兵庫県)・丹後の３国が京都府の府域となり、

丹波・丹後の両国にまたがる中丹地域も、幾たびの変遷を経て京都府に属することとなりまし
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た。 

明治時代には福知山市に旧陸軍の歩兵第２０連隊が、舞鶴市に多くの赤れんがの建造物とと

もに旧海軍の舞鶴鎮守府が置かれました。現在は、福知山市に陸上自衛隊の第７普通科連隊等

が置かれている福知山駐屯地、舞鶴市に海上自衛隊の舞鶴地方総監部等が置かれている舞鶴地

方隊、第八管区海上保安本部など国防や海上の保安を担う機関が置かれています。 

 

（３）管内３市の沿革及び広域連携 

 

管内３市については、昭和１２（１９３７）年に福知山市が市制を施行し、翌年の昭和１３

（１９３８）年に舞鶴市が、昭和２５（１９５０）年に綾部市が市制を施行しました。これは

府内では京都市に次いで２番目から４番目に古い市制施行となっています。その後、それぞれ

旧町村の編入等を経て（近年の編入は、平成１８（２００６）年に福知山市と三和町・夜久野

町・大江町の合併）、現在の市域を形成するに至っています。 

管内３市では、昭和２５（１９５０）年の綾部市による日本初の「世界連邦都市宣言」に続

いて、福知山市及び舞鶴市も同宣言を行ったほか、以降も文化やスポーツの分野において共同

開催に取り組むなど連携が進められてきました。 

平成２７（２０１５）年４月には、管内３市と丹後広域振興局管内の市町（宮津市、京丹後

市、伊根町、与謝野町）が「京都府北部地域連携都市圏形成推進宣言」を行い、「京都府北部地

域連携都市圏形成推進協議会」（以下「北部５市２町協議会」という。）を設立して、府北部の

５市２町それぞれが有する強みを生かし、「海の京都」の推進、地域産業の活性化、地域産業の

担い手確保等のプロジェクトが進められています。 

令和３（２０２１）年３月には、「人口減少を克服し、未来への希望を紡ぐ連携都市圏」を圏

域の将来像に掲げた「第２期ビジョン」を策定、「水平型の連携」の実現を目指した５市２町の

連携施策の取組が「産業」「観光・交通」「教育」「移住・定住」「環境・防災」「行政運営」の各

部会体制で進められており、令和４（２０２２）年５月には、５市２町による災害応援協定が

締結されたところです。 

 

（４）交流基盤 

 

京都舞鶴港は天然の良港で、古くから北前船の寄港地として知られ、東港は明治３４（１９

０１）年に海軍鎮守府が設置され軍港として、西港は大正２（１９１３）年に大型船用の埠頭

が完成したことから、対岸貿易を中心とした日本海側の重要な商港としてそれぞれ栄えてきま

した。 

第二次大戦後、昭和２０（１９４５）年から１３年間にわたり大陸からの引揚者６６万人余

を迎え入れるとともに、昭和２３（１９４８）年に貿易港として再出発し、昭和２６（１９５

１）年には国の重要港湾に指定されました。 
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昭和２８（１９５３）年から京都府が港湾管理者となり、平成２３（２０１１）年には、三

つの機能（国際海上コンテナ、国際フェリー・国際ＲＯＲＯ船、外航クルーズ（背後観光地ク

ルーズ））で、国から「日本海側拠点港」に選定され、関西唯一の日本海側ゲートウェイとして

大きな役割を果たしています。 

また、高規格幹線道路として、大阪・神戸や中京圏にアクセスする舞鶴若狭自動車道と、京

都府の南北軸を形成する京都縦貫自動車道があり、これら二つの道路が綾部でつながっていま

す。管内３市にはいずれもインターチェンジがあって、高速道路を利用した相互の移動も容易

となっています。 

舞鶴若狭自動車道は、中国自動車道の吉川ＪＣＴから福知山市、綾部市、舞鶴市、小浜市を

経て敦賀市の北陸自動車道に至る全長約１６２ｋｍの高速道路で、平成２６（２０１４）年に

小浜ＩＣから敦賀ＪＣＴ間が開通して全線が通行できるようになり、中京圏へのアクセスが向

上しました。 

京都縦貫自動車道は、宮津市から久世郡久御山町に至る全長約１００ｋｍの自動車専用道路

で、京都府域を南北に縦貫し名神高速道路、舞鶴若狭自動車道等に接続しています。平成２７

（２０１５）年に丹波綾部道路の京丹波わちＩＣから丹波ＩＣ間が開通して全線が通行できる

ようになり、京都方面へのアクセスが向上しました。 

加えて、令和３（２０２１）年の舞鶴若狭自動車道の福知山ＩＣから綾部ＩＣ間の４車線化

により吉川ＪＣＴから舞鶴西ＩＣ間の４車線化が実現したほか、令和５（２０２３）年４月に

は、京都縦貫自動車道の宮津天橋立ＩＣから丹波ＩＣ間の西日本高速道路株式会社への移管が

予定されるなど、全国的な高速道路網と一体となった利用促進等を図るための環境も整いつつ

あります。 

一般道では、国道９号・２７号・１７３号・１７５号・１７６号・１７７号・１７８号・４

２６号・４２９号、主要地方道小浜綾部線・福知山綾部線・綾部大江宮津線・舞鶴野原港高浜

線・東舞鶴停車場線・福知山停車場線・京丹波三和線・池辺京田線・小倉西舞鶴線・綾部美山

線・舞鶴宮津線・舞鶴和知線・舞鶴福知山線・但東夜久野線・市島和知線・山東大江線・志高

西舞鶴線・舞鶴綾部福知山線・綾部インター線・篠山三和線等の道路網が地域内外を結んでい

ます。 

鉄道網は、京都から綾部や福知山につながるＪＲ山陰本線をはじめ、明治時代に大阪から福

知山・綾部を通って舞鶴までをつないだ阪鶴鉄道をルーツとするＪＲ福知山線・舞鶴線、敦賀

と舞鶴を結ぶＪＲ小浜線、第三セクターの北近畿タンゴ鉄道の運営を経て、現在は上下分離に

より運行されている京都丹後鉄道（丹鉄）宮福線・宮舞線が整備されています。 

 

（５）産業 

 

中丹地域の地域内総生産（平成３０（２０１８）年度）は９，２３８億円で、府内全体の

８．５％（京都市を除く府内全体の２２．９％）を占めています。業種別では、製造業が２，
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９５３億円で中丹地域全体の３２．０％を占め、次いで、電気・ガス・水道・廃棄物処理業が

９４２億円で１０．２％を占めています。また、１人当たりの地域分配所得は２，９５４千円

（府内全体２，９８３千円）となっています。 

産業別就業人口（令和２（２０２０）年）は、製造業が１６，４２８人で中丹地域全体の１

８．１％を占め、次いで卸売業・小売業が１２，２６４人で１３．５％を占めています。ま

た、農林水産業は４，１２９人で４．６％を占めています。 

中丹地域の豊かな自然の下で育まれた特産品は、日本海で獲れるカニや丹後とり貝等の海

の幸、万願寺甘とうをはじめとしたブランド京野菜、丹波くりや丹波マツタケ等の山の幸等、

四季を通じて豊かな食を提供しています。 

特に、万願寺甘とうは、平成２９（２０１７）年に農林水産物を地域ブランドとして保護す

るＧＩ（地理的表示）保護制度への府内初登録を受けたほか、令和３（２０２１）年度にＪＡ

京都にのくに万願寺甘とう部会協議会は、「日本農業賞」集団組織の部大賞を受賞しました。 

茶は、全国茶品評会「かぶせ茶」の部において、中丹地域の茶産地が平成２０（２００８）

年から１２年連続で「産地賞」を獲得するなど、付加価値の高い特産品づくりが進められて

います。 

また、売れる米づくりとして、酒米の「祝」や「京の輝き」、おいしいお米の京都府新品種

「京式部」の栽培が進められており、作付面積が一番多い「コシヒカリ」は令和３年度日本穀

物検定協会食味ランキングにおいて「特Ａ」を獲得しました。 

畜産は、府内飼養羽数８３％を占めるブロイラーや５１％を占める採卵養鶏が営まれ、乳

牛、肉牛と合わせて中丹地域の農業生産額の４９％を占め、森林面積は、９５，５４４ha で

総面積の７７％を占めており、人工林率は４３％と府平均（３８％）を上回っています。 

中丹地域を特徴付けている製造業では、由良川の自然を生かした桑栽培と養蚕業が盛んに

行われていたことから、綾部市に明治２９（１８９６）年に蚕糸業として現在のグンゼ株式

会社が設立され、製糸機械製造のための機械工業も盛んに行われて現在のものづくり産業の

礎となりました。 

管内の製造業は、工業団地（長田野工業団地、長田野工業団地アネックス京都三和、綾部工

業団地、綾部市工業団地、平工業団地等）を中心に産業が集積するとともに、舞鶴市における

造船業・ガラス製造業など地域を牽引する企業やそれに関連する機械金属加工業、綾部市に

おける繊維産業から発展した機械器具製造業等の地場産業、精密電子部品の工場が立地し、

雇用の場が形成されています。 

なかでも、旧陸軍の演習地であった場所に造成され、昭和４５（１９７０）年から分譲がは

じめられた長田野工業団地は４１社が操業し、製造品出荷額は、約３,０５０億円（令和３（２

０２１）年度）、従業員数も７,０５８人（令和４（２０２２）年４月現在）にのぼり、とも

に過去最高となりました。 

平成元（１９８９）年以降二つの工区ごとに分譲が行われた綾部工業団地には２１社が、

平成１４年（２００２）年から分譲がはじめられた長田野工業団地アネックス京都三和には



- 89 - 
 

１５社が、操業しており、３つの工業団地を合わせた製造出荷額は、約３，８７５億円（令和

３（２０２１）年度）で管内全体の６割に匹敵する規模となっており、従業員数も９，５０３

人（令和４（２０２２）年４月現在）にのぼります。 

中丹地域の観光産業は、戦国武将・明智光秀が築いた「福知山城」、国の重要文化財に指定

されている赤れんが倉庫群を活用した「赤れんがパーク」、グンゼ博物苑・あやべ特産館・綾

部バラ園が一体となった「あやべグンゼスクエア」をはじめ、多様な観光施設が整備されて

います。 

高速道路網の整備や、「海の京都」「森の京都」のコンセプトに基づく観光誘客の取組等に

より、令和元年には、観光入込客数が約４１９万人、観光消費額が約７４億円となり、増加傾

向にありましたが、新型コロナウイルスの世界的感染拡大の影響を受けています。 

 

（６）暮らし 

 

中丹管内の特徴的な人の動きとして、夜間人口よりも昼間人口が多く、昼間の流入が多くな

っています。これは府内の４広域振興局管内の中で唯一の地域であり、高等教育機関、病院、

文化スポーツ施設、国・府等の機関や、支店・営業所・工場など企業の拠点が多いことも理由

の一つと考えられます。 

高等教育機関としては、福知山公立大学、京都工芸繊維大学福知山キャンパスや舞鶴工業高

等専門学校等が立地しています。 

また、管内には１６の病院があり（福知山市６病院、舞鶴市７病院、綾部市３病院）、各市と

も１病院ずつ公立病院を備えるとともに、各市において病院間や、病院と診療所間の連携強化

を進めるなど地域医療の確保・充実が図られています。 

文化スポーツ施設も整備されており、総合体育館・動物園・都市緑化植物園等を有する三段

池公園（福知山市）、収蔵資料がユネスコ世界記憶遺産に登録された舞鶴引揚記念館（舞鶴市）、

あやべ球場・体育館・弓道場等を有する綾部市総合運動公園（綾部市）、千人規模の観客を収容

するホールを有する福知山市厚生会館（福知山市）、舞鶴市総合文化会館（舞鶴市）や京都府中

丹文化会館（綾部市）など、多様な機能を持つ施設の利用が可能となっています。 

また、三段池公園（福知山市）の児童科学館や動物園、子育て交流施設あそびあむ（舞鶴市）

や綾部市で整備が進められている駅北複合施設など、子育てを支援する施設が整備されていま

す。 

 

（７）人口（今と２０年後の姿） 

 

中丹地域の人口は、平成２７（２０１５）年に１９．７万人となっていますが、令和２２

（２０４０）年は１５万人にまで減少すると推計されています（国立社会保障・人口問題研



- 90 - 
 

究所推計）。減少率は２３．６％で、京都府全体の減少率１４．３％よりも９．３ポイント

高く、全国の減少率１２．７％よりも１０．９ポイント高い数字です。 

（中丹地域の人口 令和２（２０２０）年 １８．９万人） 

また、高齢化率も上昇し、平成２７（２０１５）年の３１．１％に対して、令和２２（２０

４０）年は３７．３％と見込まれています。これは、令和２２（２０４０）年の京都府全体

の高齢化率３６．１％よりも１．２ポイント高く、全国の高齢化率３５．３％よりも２ポイ

ント高い数字です。 

年齢階層別の人口内訳を見ると、６５歳以上７４歳未満は、６．１万人から５．６万人へ

と２１．３％減少することが見込まれており、京都府全体の減少率８．９％や、全国の減少

率４．２％よりも大きくなっています。一方、７５歳以上の人口は、３．２万人から３．３

万人へと４．１％増加することが見込まれていますが、京都府全体の増加率３６．３％や全

国の増加率３７．２％よりは小さくなっています。 

また、生産年齢人口（１５歳以上６５歳未満）は、１１万人から７．７万人へと２９．８％

減少し（京都府全体２３．７％減少、全国２２．７％減少）、１５歳未満の人口も、２．６

万人から１．７万人へと３３．３％減少する（京都府全体２７．９％減少、全国２５．１％

減少）推計となっています。 

このような人口減少をとらえる場合、自然減（出生数－死亡数）と社会減（転入者数－転

出者数）の状況を見ておく必要があります。 

人口の自然減について、出生数が減少傾向にありますが、その一方で、合計特殊出生率は

高くなっています。 

福知山市 ２．０２（府内１位） 

舞鶴市  １．９０（府内２位） 

綾部市  １．６２（府内６位） 

京都府  １．３２ 

※平成２５（２０１３）年から平成２９（２０１７）年平均 

合計特殊出生率は、一般的に正規雇用率が高いことや親との同居・近居が多いことなどと

関係しているとされていますが、この地域では、管内３市の施策や子育て支援団体による支

援とともに、都市的な利便性や、人と人とがつながり孤立しない関係性があるなど充実した

子育て環境も大きな要因の一つと考えられ、この点を伸ばしていくことが重要となっていま

す。 

人口の社会減については、前述のように地域に高等教育機関が立地し若者が集まりやすい

環境もありますが、高等学校卒業後に進学や就職等により地域を離れる若者はそれ以上に多

い状況にあります。 

近年は移住・定住促進の取組等を通じてＩターン等による移住も増えてきており、地域の
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魅力発信、仕事おこしや就職のマッチング等を通じた更なるＩターンの推進や、いったん地

域を離れた人のＵターンの促進に取り組むことが重要です。 

 

（８）自然災害 

 

中丹地域では、平成１６（２００４）年以降、５回の大きな豪雨災害に見舞われています。 

災害救助法の適用を受けた災害 

平成１６（２００４）年  台風第２３号 

平成２５（２０１３）年  台風第１８号 

平成２６（２０１４）年  平成２６年８月豪雨 

平成２９（２０１７）年  台風第２１号 

平成３０（２０１８）年  平成３０年７月豪雨  

さらに近年、毎年のように全国各地でこれまで経験したことのないような豪雨により、深刻

な災害が発生しています。 

災害発生後は早期の災害復旧を図るとともに、中長期視点に立った治水対策を進めていると

ころですが、生命を守る観点から早期の避難が重要となっており、避難に関する住民一人ひと

りの意識の向上や地域ぐるみでの防災・減災対策が必要となっています。 
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２ 地域の将来像（２０年後に実現したい姿） 

 

中丹地域の２０年後（令和２２（２０４０）年）を展望するとき、最大の課題と見込まれるの

は、人口減少への対応です。そのため、自然、歴史・文化、交流基盤、産業、暮らしなど前述

の中丹地域の特性を踏まえ、地域の将来像を次のとおりとしました。 

 

 

～ 心つながる田舎の魅力と都市機能の両方を享受し、 

海・里山・まちを舞台に 求める暮らしが実現できる地域を ～ 

 

具体的には、次のような地域をめざしていきます。 

・コロナ禍によるテレワークや地方移住の広がりなどを踏まえ、「田舎暮らし」「まち

なか暮らし」「二拠点居住」など、この地域の強みをさらに生かして、一人ひとりの事

情と希望に応じた多様なライフスタイルが実現できる地域 

・農林水産業から製造業、サービス業まで様々な産業が活発に行われ、働き方も自営か

ら就業まで幅広い選択ができる地域 

・コロナ禍で再認識された家族や社会の繋がりの重要性を踏まえ、Ｕターン等により若

者がしっかり地域に定着し、子どもから高齢者まで住民が生き生きと暮らす、人にやさ

しい持続可能な地域 

 

 

 

なお、新型コロナウイルス感染症により、社会のありようや日常が一変したように、２０年後

に国際情勢、社会経済情勢、自然環境等がどのように変化し、社会がどうなっているかを正

確に認識することは困難ですが、次のような未来予測としていわれている事象に留意してい

く必要があります。 

 

・ヒト・モノ・情報等の交流が地域や国境を越えて活性化するなどグローバル化の進展 

・技術革新の進展（ＡＩ（人工知能）、ＩＣＴ（情報通信技術）、ＩｏＴ（モノのインター

ネット接続）等）による社会のスマート化を背景とした、産業分野や暮らしでの活用への

大きな期待 

・価値観やライフスタイルの多様化 

・少子高齢会・人口減少の進展による地域の産業や社会基盤、地域コミュニティを支える人
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材の不足と「共助」の重要性増大 

・集落機能維持が困難な地域の増加と地域内の移動手段確保の重要性増大 

・人生１００年時代の到来による独居高齢者の増加 

・社会資本の老朽化の進行 

・想定を超える規模の自然災害の頻発化（大規模地震、気候変動の影響による極端な降水の

増加等） 
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３ 施策の基本方向（基本的な視点、４年間の対応方向） 

 

「２０年後に実現したい姿」に向けて、次のことを基本姿勢として取り組んでいきます。 

 

【施策推進の基本的な視点】 

 

（１）一人ひとりの尊厳と人権の尊重 

 

一人ひとりの安心と安全が守られるとともに、尊厳と人権が尊重され、誰もが自分らしく生

きることのできる社会づくりは、最も基本となる条件です。 

部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害のある人、外国人等の様々な人権問題に加

え、インターネットを悪用した人権侵害、長時間労働・過労死など働き方や労働環境に関わる

問題、ＬＧＢＴ等性的少数者が社会生活上直面する困難な場面、街頭等で公然と行われる差別

的な言動等の新たな人権課題の解決に向けた取組が必要です。そのため、国、市町村、ＮＰＯ

等とも連携し、あらゆる施策を通じて人権教育・啓発の取組を推進していきます。 

また、ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメン

ト等の人権侵害の状況が改善され、年齢・性別等にかかわりなく人権が等しく尊重されて、誰

もが自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に対等に参画できる社会の実現に向けた

施策を推進します。 

さらに、今後ますます国際化が進む中で、言語・宗教・生活習慣等が異なる文化や考え方を

理解し、互いの人権を尊重し合う多文化共生社会の形成を進めていきます。 

加えて、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症等に対する正確な知識の普及に努

め、感染者等への偏見・差別等の防止を進めていきます。 

 

 

（２）多様な主体との連携・協働 

 

計画の実施に当たっては、地域住民をはじめ、国、管内３市、ＤＭＯ、大学などの教育機関、

企業、商店街や関係団体、地域で活動する団体、新聞・ラジオなどの地域メディア等、あらゆ

る主体との連携・協働が欠かせません。 

このため、地域が一体となり、地域の課題解決と活性化に取り組むことができるよう、事業

の企画や実施等の過程において、多様な主体に参画いただけるよう努めます。 

また、北部５市２町協議会の取組は、広域的に地方創生に取り組む先導的なものであり、連
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携を密にして施策を推進する必要があります。 

さらに、地域の明日を担う人材の育成や産業振興、地域の課題解決等の観点から、福知山公

立大学、京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校など地域の高等教育機関と積極的に連携・

協働を進めていきます。 

 

 

（３）地域における施策の総合的実施 

 

本地域振興計画は、「京都府総合計画」の一部を構成するものであり、同計画に挙げられて

いる事業も含めて府の関係部局とともに一体的に進めていきます。 

広域振興局は、地域において府政の総合的な調整を行い事業を執行する機関として、府の

様々な部局が担当する施策を組み合わせ、その効果が最大限に発揮されるようコーディネート

する役割を担っており、地域住民、国、管内３市等との連携・協働の下で事業を現地・現場の

状況に最適化させ、「子育て環境日本一」などの施策の総合的な実施に努めます。 
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【具体的施策】 

 

「２０年後に実現したい姿」から現状を振り返り、今後４年間で進める具体的な施策を次のと

おり定めます。 

 

（１）若者が定着する持続可能な地域づくり 
 

＜現状分析・課題＞ 

▼ 若者がＵＩターンなどにより地域に定着する施策が必要です。 

 

・地域には福知山公立大学などの高等教育機関が立地し若者が集まりやすい環境もあります

が、それ以上に高等学校卒業後に進学や就職で地元を離れる若者が多い状況にあります。 

 

・こうした状況の中で人口減少が進み、過疎集落が増加するなどして地域全体の活力の低下が

懸念されますが、一方では、Ｉターン等による移住者が増え、その活躍が目立つような前向

きな動きも出てきていることに加え、新型コロナウイルス感染症の影響等もあり、地方への

移住に対する関心はさらに高まっています。（移住相談窓口を通じた移住者数 平成２７（２

０１５）年度 ７７人、令和２（２０２０）年度 １４９人） 

 

▼ 社会全体で子育てを支援する環境づくりや、子どもから高齢者まで安心して健やかに暮らせる

施策が必要です。 

 

・出生数は、全体として減少傾向にありますが、合計特殊出生率は府内でも高い地域です。 

福知山市 ２．０２（府内１位） 

舞鶴市  １．９０（府内２位） 

綾部市  １．６２（府内６位） 

京都府  １．３２ 

   ※平成２５（２０１３）年から平成２９（２０１７）年平均 

 

・高齢化率は、令和２２（２０４０）年に３７％を超える見込みとなっています。 

（高齢化率 平成２７（２０１５）年 ２６．９％、令和２（２０２０）年 ２９．３％） 

 

▼ 住民生活の中で大きなウエイトを占める「しごと」について種類や働き方を充実させ、担い手

の確保・定着を図るために、製造業や農林水産業をはじめとする地域産業の更なる振興と雇用

の促進が必要です。 

 

・企業立地の増加や景況等を反映し、製造品出荷額等は平成２８（２０１６）年の５，７２９

億円から、令和２（２０２０）年は６，４４７億円に増加していますが、一方で、新型コロ
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ナウイルス感染症の感染拡大や原油・原材料、肥料の高騰等の影響を受け、中小企業や農林

漁業者の経営環境は厳しい状況が続いています。 

 

・有効求人倍率は、府全体では１．０９倍ですが、中丹地域では１．４６倍（令和３（２０２

１）年度）であり、人手不足の状態となっています。特に、建設作業、保安、建築設計等の

専門的・技術的職業、介護・福祉等の職種で深刻な人手不足が続いており、こうした中で今

後の技術伝承、働きやすい職場環境づくり、人材育成、生産性向上等も課題となっています。 

 

・「北部産業創造センター」において、産学公連携によるものづくり企業の成長発展、次代を

担う新産業の創出や高度な産業人材の育成など産業振興の拠点としての活用が進められて

います。 

 

・農林水産物は、付加価値を高めた販売戦略で販売金額４億円を達成した万願寺甘とうをはじ

め、高品質な玉露やてん茶、売れる米づくりとして酒米「祝」「京の輝き」、飼育にこだわっ

ている卵、地鶏といった特徴ある品目の生産が進められています。 

 

・森林の人工林率は４３％と府平均の３８％を上回っていますが、このうち標準伐期（５０年）

を超える森林が８３％を占めることから、府内産木材の利用拡大や林業・木材産業の振興に

よる森林資源の循環利用の推進が課題となっています。 

 

 

 

ア ＵＩターン等により若者等が暮らし続けたくなる環境整備 

 

■地域での働き方・暮らし方の発信や環境整備を進めます。 

○ 子どもたちから高齢層まであらゆる世代に「地域の良さ」を認識してもらい、Ｕターン

してもらえるよう働きかけるなど、一貫した取組を、管内３市や地域企業をはじめ地域

の様々な主体と連携して推進するとともに、地域企業の人材確保にもつなげます。 

○ 若者が地域で暮らし働くことが具体的にイメージできるよう、ロールモデル（お手本）

となる若手社会人の事例を集め、中学生・高校生・大学生等未来の担い手への意識付けを

行います。 

○ 若者の地元就職を図るため、地域の中小企業の職場の魅力アップや若者への効果的なＰ

Ｒ、高校生の企業見学会など企業の人材確保の取組を支援します。 

○ 一人ひとりがその意思や能力等の個々の事情に応じた、時間や場所にとらわれない柔軟

な働き方を選択できるよう、就労環境改善や業務改善など誰もが働きやすい職場環境づ

くりを支援します。 

○ 「地域交響プロジェクト」による支援等を通じて、地域活動団体をはじめ、福知山公立
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大学、京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校などの高等教育機関、企業や行政など多

様な主体との連携・協働を強化し、より柔軟で効果的に地域の課題解決へとつなげます。 

○ 地域内でモノ・コト・ヒト等のシェアを実現するためのマッチングの仕組みを活用し、

「共助」による地域課題の解決や仕事おこしのきっかけづくりを支援します。 

○ 農村集落における地域の仕事（村役、共同活動）の棚卸しを行い、再編合理化すること

により人口減少に対応し、若者や定年帰農者、移住者も暮らしやすい農村集落を実現す

るための支援を行います。 

○ 里の公共員による課題解決支援、農村コミュニティ推進組織の構築や地域資源を活用し

た交流の拡大等を通じて、地域外の組織・人材の取り込みや農村の賑わいづくりを進め

ます。 

○ 農業生産基盤など集落基盤の維持管理の支援や遊休農地の有効活用の支援とともに、地

域外からのボランティア活動への参加促進等を通じて、住み良い農村の環境づくりを進

めます。 

○ 定年帰農者、移住者や兼業農家等の農業従事や農業を通じた生きがいづくりなどを支援

し、集落機能の維持につなげます。 

○ 「農福連携」について、農業者と福祉事業所との情報共有や相互理解を進め、双方のマ

ッチングによる就労関係を構築するとともに、農福連携製品の開発・販路開拓等を支援

します。 

 

■大学等との連携により若者の地域定着を促進します。 

○ 福知山公立大学、京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校など地域の高等教育機関や

京都府立大学まいづる赤れんがオフィスと連携し、地域の担い手となる学生と地域の企

業との交流の場を設定するとともに、学生の視点を活用して地域企業の魅力を紹介・情

報発信し、地域企業の人材確保につなげます。 

○ 企業、教育機関等と連携し、若者と地域企業とのマッチング促進やキャリア教育の支援

を進めるとともに、企業との交流の場づくりや保護者に対する地域企業の情報提供など

に取り組みます。 

○ 小学校・中学校・高等学校等と連携し、地域産業の従事者など社会人講師の紹介・派遣

を通じて、ふるさと教育が円滑に進められる支援体制を構築します。 

 

■移住希望者の掘り起こしと地域とのマッチングにより移住・定住を促進します。 

○ 地域の魅力ある暮らしの発信、空家・空き店舗を活用した農家民宿等の地域に密着した

仕事おこし支援、地域コミュニティの交流拠点づくり及びテレワーク施設やコワーキン

グスペースの整備を通じて、多様化する移住希望者のニーズに対応した移住者支援を進

めます。 



- 99 - 
 

○ 管内３市との連携による移住促進ネットワークを通じて、移住・定住情報の共有や地域

と一体となった移住対策を進めます。 

○ 豊かな自然環境の中での子育てや少人数の学校教育など、都会にはない子育て環境や教

育環境を内外にＰＲします。 

○ 北部５市２町協議会における、福知山公立大学を核とした産学公連携コンソーシアムの

構築による、地域課題解決に資する人材育成に向けた取組を支援します。 

○ 北部５市２町協議会と連携し、移住者や関係人口が住民とともに地域社会の担い手とし

て活躍できる地域づくりや「二拠点居住者」が副業人材として地域に関わる働き方の実

践など、様々なライフスタイルの実現と持続可能な地域づくりを支援します。 

○ 管内３市や企業、学校等と連携し、令和３年２月に開設したまとめサイト「ＣＯ－ＫＹ

ＯＴＯ」（こ きょうと）や各種メディアを通じて、中丹地域の子育て、働き方、移住、

観光・イベント、季節の特産品等の地域情報を管内３市で生まれ育った出身者をはじめ、

進学や、転勤、長期出張等ゆかりの方々に対して発信します。 

 

イ 人権が尊重され子育てにやさしく安心して暮らせる環境整備 

 

■一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、誰もが自分らしく生き、参画できる社会づくり

を進めます。 

 ○ 新型コロナウイルス感染症をはじめ感染症等の正確な知識の普及や感染者等への偏見・差

別等の防止に努めるとともに、差別やいじめ等にあった方への人権相談窓口を積極的に周

知します。 

○ 部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害のある人、外国人、ＬＧＢＴ等性的少数

者の問題など個別の人権課題について、人権強調月間や人権週間での街頭啓発、管内３市が

実施する啓発事業への支援等を通じて人権教育・啓発を推進するとともに、人権問題法律相

談など相談体制の充実を図ります。 

○ 異文化交流を促進し、言語・宗教・生活習慣等が異なる文化や考え方を理解し、互いの人

権を尊重し合う多文化共生社会の形成を進めます。 

○ 教職員・社会教育関係者、医療関係者、保健福祉関係者、消防職員、警察職員、公務員、

メディア関係者等人権に特に関係する職業従事者が人権に配慮して業務を遂行できるよう、

ワークショップ研修やオンライン研修等、様々な研修を通じて人権教育・啓発を重点的に進

めるとともに、人権問題を身近に感じられるよう、学校、企業・職場、地域、家庭等あらゆ

る場を通じ、人権教育・啓発に触れる機会の少ない人に対しても多様な教育・啓発を進めま

す。 

 

■安心して子どもを産み育てることができる環境整備を進めます。 



- 100 - 
 

○ 「子育て環境日本一推進会議」と連携し、令和２年２月に立ち上げた子育て中の方をは

じめ、子育て支援者、地域住民、企業、行政機関等による「中丹子育て未来づくり１００

人会議」（プラットフォーム）を通じた情報共有や情報発信などにより、子どもや子育て

世代を地域全体であたたかく見守り支える地域の様々な主体の取組を促進します。 

○ 子育て世帯を妊娠期から子どもが成人するまで切れ目なく、また、子育て世帯と子ども

を、職場、学校、地域などあらゆる場面で支えられるよう、「中丹子育て未来づくり１０

０人会議」のネットワークを拡大します。 

○「ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクト」の啓発・広報に取り組み、子育てをみんなで支え合う

風土づくりを推進します。 

○「きょうと子育て応援施設」や「きょうと子育て応援パスポートアプリ『まもっぷ』」の

普及を進め、妊婦や子連れ世帯の外出・移動を支援します。 

○ 地域全体で子育てしやすいまちづくりを進めるため、親子が集い、子どもが安心して遊

べる公園・広場等の居場所づくり等、管内３市が子育てにやさしいまちづくりに総合的

に取り組む活動を「地域子育て環境『見える化』ツール」も活用して支援します。 

○「子育て企業サポートチーム」との連携により、「子育て環境日本一に向けた職場づくり

行動宣言」の取組を進め、時間単位の年休取得、不妊治療に係る休暇、短時間勤務等の柔

軟な制度導入、男性育児休業取得など、子育て世代をはじめ、全ての人が働きやすい職場

環境づくりを支援します。 

○ 府全域での取組に加え、「家庭内の良好なコミュニケーション」の形成を支援するなど

の子育て世帯向けの啓発や、保護者の学びや家庭・地域の教育力を高める研修会、企業等

の先進的な取組みのＰＲなど、地域独自の取組を「中丹子育て未来づくり１００人会議」

を通じて展開します。 

○ 管内３市や企業、学校等と連携し、令和３年２月に開設したまとめサイト「ＣＯ－ＫＹ

ＯＴＯ」（こ きょうと）や各種メディアを通じて、中丹地域の子育て、働き方、移住、

観光・イベント、季節の特産品等の地域情報を管内３市で生まれ育った出身者をはじめ、

進学や、転勤、長期出張等ゆかりの方々に対して発信します。(再掲) 

○ 児童虐待の未然防止のため、各市の子育て世代包括支援センターとこども家庭総合支援

拠点等の機能の一体化を支援するとともに、教育機関、医療機関等との連携体制の構築

を支援します。また、児童相談所の児童福祉司の増員や市町村職員の受入れ、警察との情

報共有等を進めます。併せて、「１８９（イチハヤク：児童相談所全国共通ダイヤル）」の

普及啓発などに努め、児童虐待の早期発見、早期対応を進めます。 

○ 妊産婦の不安感・負担感の増大に伴う、産前・産後うつを未然に防止するため、妊娠か

ら出産、子育てに至る切れ目ない包括的なケア体制を充実します。 

○ 子どもの最善の利益が実現できるよう児童養護施設の専門機能を充実する取組を支援

するとともに里親制度の普及など家庭での養育が困難な児童を社会で養護する体制の充

実を図ります。 
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○ 京都府ヤングケアラー総合支援センターと連携し、ヤングケアラーの認知度向上のため、

当事者や社会全体への周知・広報に努めます。 

○ 青少年のインターネット利用による性犯罪・児童ポルノ被害等の未然防止に向け、青少

年関係団体等と連携して青少年が自らを守る意識を醸成するとともに、保護者等に向け

た啓発活動を強化します。 

○ 若年者の消費者被害を未然に防止するため、成年年齢引下げに係る啓発活動を実施する

とともに、各市と連携した中学校、高校、高等教育機関等における消費者教育や、大学生

等への消費者トラブルに関する情報提供を実施します。 

○ 医療的ケアを必要とする子どもとその家族の生活を支援するため、京都府医療的ケア児

等支援センターと緊密に連携し、医療・保健・福祉・教育等関係機関が連携して、相談か

ら必要な支援までワンストップで対応できるよう、地域支援体制の整備を進めます。 

○ 集団生活に溶け込めず発達に課題のある子等を、保護者と幼稚園・保育関係者両面から

早期に発見することにより、発達障害児の早期療育につなげ、「発達障害児支援拠点」に

おいて医療・福祉・相談をパッケージで提供するとともに、研修会や就学後の検討会の実

施等による発達障害に関する理解を深めるための取組を推進し、子どもの心とからだの

健康を支援します。 

○ 学校のＩＣＴ環境を整備し、ＩＣＴを活用した学習活動を充実させることにより、新し

い学びの基盤としての情報活用能力の育成を図るとともに、オンラインによる双方向授

業やコミュニケーション体制を整備し、非常時においても、学びとつながりを保障しま

す。 

○ ＩＣＴを活用した学力テストのデータ分析などにより、「主体的で深い学び」や「一人一

人の能力に応じた学び」を実現します。 

○ 体験活動や地域活動等を通じて、人を思いやり、尊重する心を育み、豊かな人間性を育

成します。 

○ 子どもたちが地域行事の伝承や体験活動等に関わることにより、ふるさとに誇りと愛情

を持つ次代の地域づくりの担い手を育成します。 

 

■医療・介護・福祉の充実と健康づくりを推進します。 

○「京都版ＣＤＣ（疾病予防管理センター）」の設置に合わせて、感染症への総合的な対応

力を強化するとともに、感染症患者を受け入れるために必要な人材育成、関係団体や医

療機関が行う研修等の取組を支援します。 

○ 保健所単位で設置する地域医療構想会議で、感染症の流行など新たな地域課題を明確化

し、地域の実情を踏まえた必要な病床機能の確保を進めます。 

○ 介護福祉施設や児童福祉施設等において、高齢者や子どもが安心してサービスを利用で

きるよう、施設職員等への感染症研修の実施などによる感染症対策の取組を支援します。 
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○ 新型コロナウイルス感染症をはじめ感染症等に対する正確な知識の普及や、感染者等へ

の偏見・差別等の防止に努めます。（再掲） 

○ 地域の医師会をはじめ介護・福祉の関係団体等とのネットワークを強化し、誰もが安心

して医療や福祉福祉のサービスが受けられる体制づくりを進めます。 

○ 高齢者が安心して地域で暮らし続けていけるよう、認知症、リハビリ、看取り対策等を

進めるため、医療・介護・福祉等の多職種の連携による地域包括ケア体制を充実強化しま

す。 

○ 在宅での療養から入退院・看取りまで切れ目のない医療介護サービスを提供するため、

医療ソーシャルワーカーやケアマネジャー等の専門職が連携し、情報連携やルール等の

共有などにより、在宅療養を支援する体制づくりを進めます。 

○ 保健所の地域包括ケア推進ネットや共助型生活支援推進隊などが中心となり、地域ケア

会議等を通じた地域包括支援センターへの支援や、高齢者が自立した日常生活を送れる

地域づくりなど、各市における地域包括ケアシステムの構築等を支援します。 

○ 金融機関、スーパー・コンビニ等、高齢者や認知症の人に身近なサービスを提供する企

業等による「認知症にやさしい異業種連携共同宣言」の実践や、異業種連携による認知症

にやさしいモノやサービスの創出を支援し、「認知症にやさしいまちづくり」の地域展開

を進めます。 

○ 人生１００年時代を迎える中で、誰もが元気に生き生きと暮らし社会で活躍できるよう、

健康関連データの分析結果を活用し、市町村、関係機関等と連携して、中高年齢者層の運

動習慣や食生活の改善等により生活習慣病予防や介護予防を進め、健康寿命の延伸を図

ります。 

○ 一人暮らしの高齢者が増加する中、企業ボランティアによる暮らしを見守るセーフティ

ネットの活動や、ＩＣＴ技術活用の実践を行い、高齢者向けの日々の生活の見守り、買物

等の支援を進めます。 

○ 高齢者等の消費者被害を未然に防ぐため、官民一体となって地域の見守りを強化します。 

○ 府北部地域において、介護福祉人材養成校、実習センター等からなる福祉人材養成シス

テムを活用し、定年退職者や子育てを終えた層なども含め、多様な介護福祉人材の確保・

育成・定着を一体的に進めます。 

○ 北部リハビリテーション支援センターを中心に、障害者・高齢者等が安定した地域生活

が送れるよう包括的なリハビリテーション提供体制の更なる充実を図ります。 

○ 障害のある人が豊かで自分らしい暮らしができるように、関係機関で構成する中丹圏域

自立支援協議会での検討を通じて地域課題の解決を図るとともに、支援者への研修等に

より、その自立と社会参加の促進を支援します。また、障害のある人への不利益取扱の禁

止や合理的配慮についての適切な理解の普及を図ります。 

○ 「農福連携」について、農業者と福祉事業所との情報共有や相互理解を進め、双方のマ

ッチングによる就労関係を構築するとともに、農福連携製品の開発・販路開拓等を支援
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します。（再掲） 

○ 脱ひきこもり支援センターの早期支援特別班を管内に配置し、学校等と連携した支援体

制を構築することで、不登校をきっかけとするひきこもりの未然防止や長期化を予防す

るための取組を進めます。 

○ ひきこもりの方に対する身近な相談支援体制を構築し、オンラインによる居場所や民間

支援団体による地域の居場所を提供するとともに、チーム絆を中心に市町村・民間支援

団体などの関係機関との地域支援ネットワークづくりを進め、ひきこもり問題を相談で

きずにいる家族や本人の相談意欲・行動意欲を喚起します。 

 

■管内の企業や各市と連携して、地域の活性化・脱炭素化を図ります。 

○ 環境配慮活動を支援するプラットフォーム「中丹環境ネットワーク」を活用し、メール

マガジンによる省エネ促進や再エネ導入、廃棄物の減量化・リサイクル、プラスチックご

み削減、地球温暖化への適応等に関する情報を発信するなど、地域での環境に共生した取

組を支援します。 

○ 管内各市をはじめ、京都府地球温暖化防止活動推進センターや地球温暖化防止活動推進

員、大学など、多様な主体と連携して、地球温暖化防止等の様々な取組を積極的に発信す

るとともに、次代を担う環境人材の育成に向けた取組を進めます。 

○ 各市の海岸漂着物の回収や処理対策等を支援するとともに、学校や関係団体と連携して、

由良川流域で一体となった海岸漂着物の発生抑制に向けた取組を進めます。 

 

ウ 地域産業の振興と雇用の促進、人材育成 

 

■地域の中小企業の育成、働く場の創出、人材の確保を進めます。 

○ 北部産業創造センターを核として、技術支援をはじめ、イノベーション事例の紹介や

様々な業種の人材が交流できる場づくりを行い、企業間の連携や企業と高等教育機関と

の共同研究等を通じた新産業の創出、販路開拓やビジネスマッチングに取り組みます。 

○ 福知山公立大学などの高等教育機関や支援機関、ＡＩベンチャー等の事業者と連携し、

ＡＩ・ＩｏＴなどのデジタル技術を活用できる人材を育成し、中小企業・小規模事業者の

ＤＸ推進を支援します。 

○ 北部産業創造センターや福知山高等技術専門校、近畿職業能力開発大学校附属京都職業

能力開発短期大学校などと連携して地域の技術力を高めるとともに、地域の高等教育機

関と連携して小中学生等を対象とした将来のＩＣＴ人材やものづくり人材の育成の取組

を支援します。 

○ 長田野工業団地、長田野工業団地アネックス京都三和、綾部工業団地等におけるものづ

くり産業の集積や、京都舞鶴港・高速道路網等の社会基盤を生かした物流関連企業など
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の立地を促進するため、企業立地促進条例の特定産業集積促進制度の活用や、ディベロ

ッパー（開発業者）と地域とのマッチングやコーディネートなどを通じて、新たな産業用

地の確保と誘致企業の開拓を進めます。併せて、関係機関との連絡調整を通じて、立地に

係る法規制、人材確保や住宅等諸問題の解決に向けた取組を支援します。 

○ 京都市内や関西文化学術研究都市における先進的な技術開発の成果等を中丹地域の産

業振興に活用するため、「京都経済センター」に集約された支援機関のネットワークを生

かし、イノベーションに繋がる環境づくりを進めます。 

○ 「京都・商店街創生センター」と連携し、商店街の空き店舗を活用したコミュニティス

ペースの設置や子育て支援活動など、元気な商店街づくりを支援します。 

○ コワーキング（共有スペース）施設の活用により、新規創業、事業者間連携による創発

機会の拡大やテレワーク推進等を支援します。 

○ 「中小企業応援隊」や地域の高等教育機関と連携し、事業継承、スモールビジネスの振

興や学生等の起業・就職の支援等を通じて地域経済の担い手を確保・育成します。 

○ 若者の地元就職を図るため、地域の中小企業の職場の魅力アップや若者への効果的なＰ

Ｒ、高校生の企業見学会など企業の人材確保の取組を支援します。（再掲） 

○ 一人ひとりがその意思や能力等の個々の事情に応じた、時間や場所にとらわれない柔軟

な働き方を選択できるよう、就労環境改善や業務改善など誰もが働きやすい職場環境づ

くりを支援します。（再掲） 

○ 黒谷和紙や丹後和紙、丹波漆などの伝統産業に係る職人技術や素材を生かし、他産業と

の交流・連携による商品開発などの取組を支援します。 

○ ＤＸをはじめとする生産性向上の取組などを通じた働き方改革やインターンシップ、Ｉ

ＣＴ活用現場見学会の実施などによる建設産業の魅力発信を進め、担い手確保につなげ

ます。 

○ 人生１００年時代において、あらゆる世代が生涯現役で活躍できるよう、福知山公立大

学の知見を活用したシニアワークカレッジの取組や、京都府生涯現役クリエイティブセ

ンターの取組とも連携し、幅広い世代を対象としたリカレント教育の機会を提供します。 

○ シルバー人材センターの運営支援などを通じて、高齢者が持つ技術・経験の積極的な活

用及び次世代への承継のための取組を支援します。 

 

■マーケットニーズに対応した「儲(もう)かる農林水産業」を推進します。 

○ 万願寺甘とう、紫ずきん、丹波くり、丹後とり貝等の京のブランド産品をはじめ、茶、

京式部、酒米、小豆、小麦、イチゴ等の消費者ニーズを見据えた品目の生産拡大や、舞鶴

かに、岩がきなど特色のある水産物の振興を図ります。 

○ 特に中丹地域の特産物である万願寺甘とうについては、養成講座「万とうゼミ」の拡充

により生産技術の向上や新規就農者の支援に取り組むとともに、スマート農業の普及を
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進め、更なる生産拡大と品質の向上を図ります。 

○ ６次産業化や農商工連携により加工品の開発や、販路開拓に取り組みます。 

○ 農林水産技術センター及び食関連企業や研究機関と連携し、新技術研究や機能性食品開

発を進め、農産物の付加価値向上と販売戦略の支援を行います。 

○ ＡＩ・ＩｏＴ等スマート農業の導入による省力化、効率化や食品事業者と連携した契約

栽培の導入等により、農業法人や企業的経営体等（畜産経営含む）の経営力の強化に取

り組みます。 

○ 若者をはじめ新規就業希望者等が夢を持って就農等できるよう、実践農場の設置や農業

大学校、林業大学校、畜産人材育成研修（畜産センタ－）、「海の民学舎」修了生等の受

入れを通じて、地域とともに技術・経営の支援を進めます。 

○ 地域において、農地利用などの将来計画を定めた「京力農場プラン」の作成・見直しを

進めるとともに、集落の枠を超えた規模拡大や低コスト・高収益な営農体制構築などに

より経営基盤の強化を図る取組を支援します。 

○ 持続的に発展する農業の生産基盤を支えるため、農地の大区画化や担い手への農地集積

を図るほ場整備を推進するとともに、ため池・水路など土地改良施設の改修・管理強化

を進めます。 

○ 環境に優しい農業を推進するため、減化学肥料・農薬、脱プラスチック化や、かき殻な

どの活用、耕畜連携などＳＤＧｓの取組を支援します。 

○ 地域全体で家畜伝染病への防疫対策を強化するとともに、飼料用稲や飼料用米等の自給

飼料を活用した安心・安全な畜産物の生産拡大を進めます。 

○ 豪雨、大雪等の自然災害の効果的な被害防止のための技術指導を行うとともに、被害を

受けた際の負担を軽減するため農業共済制度や収入保険などセーフティネットへの加入

を進めます。 

○ 狩猟免許の取得促進による新たな捕獲の担い手育成、ＡＩ・ＩｏＴ等新技術の利活用に

よる捕獲や追払い、侵入防止柵の整備・修繕等を通じて、被害減少が実感できる野生鳥

獣害対策を進めます。 

○ 野生鳥獣（ツキノワグマ）による地域住民への人身被害を防ぐため、痕跡や聞き取りの

調査を行い、侵入防止柵や捕獲檻の設置等の対策を行います。 

○ 野生鳥獣（ニホンザル）による地域住民への威嚇や家屋侵入等の被害を防ぐため、群れ

の行動パターンを調査し、追払いや捕獲等の対策を行います。 

○ 森林経営管理制度に基づく市町村による森林の経営管理の集積・集約化を推進するた

め、管内３市への技術的な支援や、意欲と能力のある担い手の育成を図るとともに、自

ら伐採等の施業を行う「自伐林家」の取組を支援します。 

○ 木質バイオマス発電施設への未利用材の活用、「京都府府内産木材の利用等の促進に関

する条例」に基づく建築物の木造・木質化の推進など木材の利用促進を図るとともに、
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ＩＣＴを活用した森林測量機器や高性能林業機械の導入、主伐から再造林までの一貫し

た作業システムの普及など伐採・搬出コストの低減に取り組み、木材供給量の増加を図

ります。 

○ 林業事業体による持続的な木材生産をめざした森林経営計画の策定支援、無垢材から合

板・燃料まで用途に応じて地元産材を無駄なく効率的に利用する「カスケード利用」の

推進等を通じて森林経営の向上を図ります。 

○ ＩＣＴを活用した需給情報をもとに、林業事業体、製材所、加工流通業者、工務店など 

の関係者による新たなサプライチェーンを構築し、建築資材等への安定した地元産材の

供給を図ります。 

 

■地域を支える担い手の育成を進めます。 

○ 子どもたちが地域行事の伝承や体験活動等に関わることにより、ふるさとに誇りと愛情

を持つ次代の地域づくりの担い手を育成します。（再掲） 

○ 福知山公立大学、京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校など地域の高等教育機関や

京都府立大学まいづる赤れんがオフィスと連携し、地域の担い手となる学生と地域の企

業との交流の場を設定するとともに、学生の視点を活用して地域企業の魅力を紹介・情

報発信し、地域企業の人材確保につなげます。（再掲） 

○ 北部５市２町協議会における、福知山公立大学を核とした産学公連携コンソーシアムの

構築による、地域課題解決に資する人材育成に向けた取組を支援します。（再掲） 

○ 府北部地域において、介護福祉人材養成校、実習センター等からなる福祉人材養成シス

テムを活用し、定年退職者や子育てを終えた層なども含め、多様な介護福祉人材の確保・

育成・定着を一体的に進めます。（再掲） 

○ 管内各市をはじめ、京都府地球温暖化防止活動推進センターや地球温暖化防止活動推進

員、大学など、多様な主体と連携して、地球温暖化防止等の様々な取組を積極的に発信

するとともに、次代を担う環境人材の育成に向けた取組を進めます。（再掲） 

○ 福知山公立大学などの高等教育機関や支援機関、ＡＩベンチャー等の事業者と連携し、

ＡＩ・ＩｏＴなどのデジタル技術を活用できる人材を育成し、中小企業・小規模事業者

のＤＸ推進を支援します。（再掲） 

○ 北部産業創造センターや福知山高等技術専門校、近畿職業能力開発大学校附属京都職業

能力開発短期大学校などと連携して地域の技術力を高めるとともに、地域の高等教育機

関と連携して小中学生等を対象とした将来のＩＣＴ人材やものづくり人材の育成の取組

を支援します。（再掲） 

○ 「中小企業応援隊」や地域の高等教育機関と連携し、事業継承、スモールビジネスの振

興や学生等の起業・就職の支援等を通じて地域経済の担い手を確保・育成します。（再掲） 

○ ＤＸをはじめとする生産性向上の取組などを通じた働き方改革やインターンシップ、Ｉ

ＣＴ活用現場見学会の実施などによる建設産業の魅力発信を進め、担い手確保につなげ
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ます。（再掲） 

○ 若者をはじめ新規就業希望者等が夢を持って就農等できるよう、実践農場の設置や農業

大学校、林業大学校、畜産人材育成研修（畜産センタ－）、「海の民学舎」修了生等の受入

れを通じて、地域とともに技術・経営の支援を進めます。（再掲） 

○ 森林経営管理制度に基づく市町村による森林の経営管理の集積・集約化を推進するため、

管内３市への技術的な支援や、意欲と能力のある担い手の育成を図るとともに、自ら伐

採等の施業を行う「自伐林家」の取組を支援します。（再掲） 

○ 定年帰農者、移住者や兼業農家等の農業従事や農業を通じた生きがいづくりなどを支援

し、集落機能の維持につなげます。（再掲） 

  



- 108 - 
 

 

（２）絆と交流の地域づくり 
 

＜現状分析・課題＞ 

▼ 前記（１）により移住・定住を促進するに当たっては、地域のことを知り、訪れ、更に深く知

っていただけるような取組も重要となります。そのために次のような現状や地域特性等を踏ま

え、自然、文化、地域の食などの地域資源を生かした交流の拡大と関係人口の創出を進めてい

く必要があります。 

 

・観光入込客数及び観光消費額は増加傾向にありましたが、新型コロナウィルス感染症の世界

的な感染拡大の影響を受けています。 

観光入込客数 平成２６（２０１４）年  ３７１万人 

         令和 元（２０１９）年  ４１９万人 

令和 ３（２０２１）年  １９２万人 

観光消費額  平成２６（２０１４）年  ５，８８０百万円 

         令和 元（２０１９）年  ７，４３４百万円 

令和 ３（２０２１）年  ４，０９６百万円 

 

・一方で、コロナ禍における生活様式の変化に対応して、密を回避しやすい屋外でのレジャー、

個人・家族など少人数でマイカーを利用した旅行が好まれるなど、観光スタイルにも変化の

傾向が表れており、今後は、新たな観光の価値やサービスの創出、地域と連携した観光資源

の磨き上げの取組を進めていく必要があります。 

 

・地域への継続的な関心と交流を通じて、様々な形で地域を応援していただける方を増やし、

関係人口の創出につなげる農観連携の取組の中では、地域特性を生かした体験を宿泊者に提

供できる農家民宿は年々増加して４４軒を数え、教育体験旅行等の受入れも進んでいます。 

 

▼ 地域や国境を越えたヒト・モノ・情報等の交流が活性化する中で、交流等を支える基盤の整

備と更なる利活用の推進、地域への効果波及を図る必要があります。 

 

・京都舞鶴港では、新型コロナウイルス感染症の影響により、コンテナ取扱量やクルーズ船寄

港回数について、新型コロナウィルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受けています。 

コンテナ取扱量（空コンテナ含む） 平成２６（２０１４）年 １１，９８５ＴＥＵ 

令和 元（２０１９）年 １９，８１２ＴＥＵ 

令和 ３（２０２１）年 １８，０６３ＴＥＵ 

クルーズ船寄港回数        平成２６（２０１４）年 １５回 

令和 元（２０１９）年 ３４回 

令和 ３（２０２１）年  ４回 
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・ポートセールスの強化等により需要の回復に向けた取組が進められていますが、今後も、西

港は大型クルーズに対応したクルーズターミナルや対岸諸国を結びコンテナや木材等を取

り扱う国際貿易港、東港は近畿圏と北海道を結ぶ長距離フェリーを中心とする国内貿易港と

して、その機能やアクセス性を向上させる港湾整備を進めていきます。 

 

・鉄道網に加え、舞鶴若狭自動車道、京都縦貫自動車道の開通・延伸や４車線化が進み、アク

セスと利便性の向上が図られてきています。 

 

 

 

ア 自然や地域文化等の地域資源を生かした交流の拡大と関係人口の創出 

 

■中丹地域の魅力を広域的に発信し、国内外からの誘客を促進します。 

○ 大河ドラマや食の京都などの取組を通じて構築したメディアネットワークを活用し、中

丹地域の特色ある食や観光コンテンツの情報を広域的に発信します。 

○ クルーズ船の京都舞鶴港への寄港に当たって、ＤＭＯ等との連携による船社への現地ツ

アープランの提案や、市や関係機関等との連携による港周辺部のまちなか滞在プログラ

ムの創出・提供等を通じて、クルーズ客等の地域への回遊・観光消費拡大を促進します。 

○ ＤＭＯによる旅行商品造成への参画やプロモーションなどの魅力発信により、全国から

の観光客を中丹エリアへ呼び込みます。 

○ 丹波くり等の農林産物や歴史・伝統文化等の丹波ブランドを生かし、大丹波連携推進協

議会やＤＭＯ及び関係市町と連携して食の魅力を発信するとともに、広域的な誘客促進

を図ります。 

○ 人流、口コミ、宿泊予約データ等の観光データの収集・分析により、観光ニーズにあっ

たプロモーション等を行うことで、効果的な誘客を展開します。 

○ 新型コロナウィルス感染症収束後のインバウンド回復を見据え、インバウンド向けコン

テンツの磨き上げや受入環境整備、情報発信を支援します。 

○ 「２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」「ワールドマスターズゲームズ関西」

などの国際的なイベントを契機として、中丹地域への誘客促進を図るとともに、来訪者

が地域内に滞在・周遊できる施策を展開します。 

○ 管内３市や企業、学校等と連携し、令和３年２月に開設したまとめサイト「ＣＯ－ＫＹ

ＯＴＯ」（こ きょうと）や各種メディアを通じて、中丹地域の子育て、働き方、移住、

観光・イベント、季節の特産品等の地域情報を管内３市で生まれ育った出身者をはじめ、

進学や、転勤、長期出張等ゆかりの方々に対して発信します。(再掲) 
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■由良川や大江山等における観光・スポーツ交流を推進します。 

○ 京都府中北部のトレイルコース（森林や原野・里山などにある遊歩道）やサイクリング

コースを一体的に魅せるプロモーションや、大江山連峰トレイルにおけるモデルツアー

の実施等「京都縦貫トレイル」の推進により、地域への誘客促進を図ります。 

○ 「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」で高まったスポーツへの関

心や健康志向、アウトドア志向の高まりを捉え、トレッキングやカヌーなど由良川や大

江山に親しむアクティビティの充実を図るとともに、幅広い年齢層が気軽に楽しむこと

ができる電動アシスト自転車（ｅ－ｂｉｋｅ）を活用した体験コンテンツの造成に取り

組みます。 

○ ＤＭＯ等と連携し、地域資源を生かした魅力的な滞在プログラムの構築等により観光客

の滞在時間の延長を図るとともに、地域特性を生かした農家民宿・ゲストハウスなど宿

泊施設の開業を支援します。 

○ ＤＭＯ等と連携し、電動アシスト自転車（ｅ－ｂｉｋｅ）やカーシェアリングなどを活

用した観光周遊を促進します。 

 

■地域の行事や文化活動等を生かした交流や、農泊や農業体験ツアーなど農観連携を

進め、地域のファンを拡大します。 

○ 文化庁移転を契機に、文化の保存・次代への継承から発展・新たな創造・発信・活用ま

でを推進し、地域の文化創造と継承を図ります。 

○ 「地域アートマネージャー」による地域の文化団体等との連携、支援や「アーティスト・

イン・レジデンス」活動、アーティスト作品の展示や府民参加方の音楽祭など文化を活用

した地域づくりや、人と人との交流の拡大を進めます。 

○ 文化団体等が主催する各種公演会・発表会等において、次世代への継承や発信力強化の

取組を支援します。 

○ 管内各地で実施される祭りや伝統芸能等の地域行催事をより多くの人に周知し、当日の

参加やボランティア等の担い手が確保できるよう、ＤＭＯと連携し、情報発信等に関す

る支援を行います。 

○ 農家民宿魅力向上の取組の中で創設した「農家民宿村」において、新たな体験コンテン

ツの開発等により、インバウンド需要の回復も踏まえたサービス・経営等のグレードア

ップや情報発信を支援します。 

○ 交流等を通じて地域のファンを拡大し、地域外住民による「地域応援団」の形成を図り

ます。 

○ 農業体験や山遊び体験、地引き網体験、クラフト体験（和紙、漆工芸等）など、農山漁

村の資源を利活用する交流体験プログラムをパッケージ化し、誘客促進を図ります。 

○ 「京都モデルフォレスト運動」のボランティア活動を森に親しむ体験の機会としてＰＲ
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し、賛同する企業やボランティア団体、地域住民など多様な主体の参加交流を促します。 

 

イ 地域の食など特産品の魅力向上を通じた交流の拡大と関係人口の創出 

 

■消費者視点や健康志向、地産地消等に着目し、地域の食など特産品の開発・発掘を

進めます。 

○ 消費動向をリードする女性などの視点に立ち、「中丹女性伝道師」による指導・助言の下

で新商品の開発や既存商品のブラッシュアップし、「京都中丹いちおし商品」としてフェ

ア等で広域的に発信するとともに、販売者、消費者が一堂に会した販売交流会を開催し、

販売促進、ＰＲを図ります。 

○ 地域の食の魅力や認知度向上に取り組むとともに、ＤＭＯと連携し、野菜収穫や地元産

の小麦粉を使ったパンづくり体験など、食に関係するコト消費を促進するための体験プ

ログラムの創出を図ります。 

○ 万願寺甘とうのＧＩ（地理的表示）保護制度を活用し、首都圏等へ魅力を発信します。 

○ 野生鳥獣を地域資源として有効活用し、品質管理を徹底する「京都中丹認証ジビエ」を

推進し、令和３年度開始の「京都ジビエ」との連携により、知名度の向上、販売の促進を

図ります。また、ＤＭＯ等関係機関と連携しジビエフェアを行い、地域内外への更なる普

及を進めます。 

○ 食の京都ＴＡＢＬＥ、農産物直売所及び道の駅の情報発信、スタンプラリーによるＰＲ、

イベント等への出展支援等を通じて、農林水産物の販売拡大を図ります。 

○ 地元産食材の利用を拡大するため、農業者と商工業者が連携した加工品開発・流通販売

の促進を図るとともに、飲食店や学校給食における地産地消・旬産旬消や食品ロス削減

の取組などの食育を進めます。 

 

ウ 京都舞鶴港海外航路等の活用による人流・物流の拡大 

 

■港から地域への周遊強化など港湾施設の効果を波及させます。 

○ クルーズ船の京都舞鶴港への寄港に当たって、ＤＭＯ等との連携による船社への現地ツ

アープランの提案や、市や関係機関等との連携による港周辺部のまちなか滞在プログラ

ムの創出・提供等を通じて、クルーズ客等の地域への回遊・観光消費拡大を促進します。

（再掲） 

○ 長田野工業団地、長田野工業団地アネックス京都三和、綾部工業団地等におけるものづ

くり産業の集積や、京都舞鶴港・高速道路網等の社会基盤を生かした物流関連企業など

の立地を促進するため、企業立地促進条例の特定産業集積促進制度の活用や、ディベロ

ッパー（開発業者）と地域とのマッチングやコーディネートなどを通じて、新たな産業用
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地の確保と誘致企業の開拓を進めます。併せて、関係機関との連絡調整を通じて、立地に

係る法規制、人材確保や住宅等諸問題の解決に向けた取組を支援します。（再掲） 

 

■国内外で展開する人流・物流に対応するため、港湾施設の機能強化を図ります。 

○ 取扱貨物量の増加や航路の拡充を見据えた舞鶴国際ふ頭における第２バースの整備促

進とⅡ期整備を推進するとともに、大型クルーズ船の寄港に対応できる第２ふ頭の岸壁

整備等を進めます。 

○ 京都舞鶴港から高速道路へのアクセス機能強化のため、国道２７号（西舞鶴道路）、臨港

道路上安久線等の道路整備を促進します。 

○ 前島ふ頭のフェリーターミナルの再整備を進めるなど、物流・人流の強化に向けた取組

を進めます。 

 

■京都舞鶴港のエコ・エネルギーポート化を推進します。 

○ 京都府北部でのガスパイプラインの整備をはじめ、京都舞鶴港におけるＬＮＧ基地整備

や水素の利活用、日本海沖でのメタンハイドレートの開発など、国土強靭化・リダンダン

シーにも資する日本海側におけるエネルギー拠点の整備を促進します。 

○ 京都舞鶴港に、災害時にも利用可能な太陽光などの再生可能エネルギー設備の導入を促

進します。 

 

エ 人流・物流等を支える交通ネットワークの整備 

 

■人流・物流や地域の生活を支える道路の整備を推進します。 

○ 京阪神等との交流を支える京都縦貫自動車道、舞鶴若狭自動車道の暫定２車線区間の４

車線化整備を促進します。 

○ 京都縦貫自動車道の宮津天橋立ＩＣから丹波ＩＣ間の西日本高速道路株式会社への移

管を踏まえ、全国的な高速道路網と一体となった利用促進等を図ります。 

○ 京都舞鶴港や京都縦貫自動車道と舞鶴若狭自動車道が結節する北部エリアの物流拠点

整備を促進します。 

○ 地域内を結ぶ高速道路網の活用に加えて、福知山市・舞鶴市等の市街地間や綾部市の市

街地外縁をつなぐ道路整備により、安全な交流活動を促進し、良好な市街地形成を図り

ます。（福知山綾部線（福知山市～綾部市）、小倉西舞鶴線白鳥トンネル（舞鶴市）、安場

田野線、三俣綾部線等（綾部市）ほか） 

○ 府県間の道路整備を通じて、より広域なエリアでの交流・連携を促進します。（国道４２

９号榎バイパス（兵庫県丹波市青垣町～福知山市談）、小浜綾部線（綾部市五津合町）） 

○ 移動手段の多様化による自転車利用の増加に対応するため、誘導ラインの設置や舗装の
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補修など、自転車の走行環境の整備を進めます。（福知山綾部線、綾部インター線、小浜

綾部線、舞鶴和知線、余部下舞鶴港線、国道１７５号、舞鶴福知山線） 

 

■利便性向上等により公共交通の活用を促進します。 

○ 北部５市２町協議会と連携し、地域住民や観光客の移動手段の確保・充実を図るため、

ＪＲ山陰本線の全線複線化に向け取り組むとともに、ＩＣカードの導入等による利用促

進、ＪＲ福知山線・舞鶴線・小浜線、京都丹後鉄道宮福線・宮舞線への誘客促進を図りま

す。 

○ 路線バスやコミュニティバスなど生活交通の維持や、ＭａａＳ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ＿

ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ、出発地から目的地まで、利用者にとっての最適経路を提示

するとともに、複数の交通手段やその他のサービスを含め、一括して提供するサービ

ス）等の整備による地域内の移動・交通手段の確保を支援します。 
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（３）安心・安全に暮らせる地域づくり 

 

＜現状分析・課題＞ 

▼ 安心・安全な暮らしを支える社会基盤の整備を今後とも進める必要があります。 

 

・中丹地域はこれまで数多くの豪雨災害に見舞われており、さらに近年、毎年のように全国

各地でこれまで経験したことのないような豪雨により、深刻な災害が発生していることか

ら、中長期視点に立って治水対策を進めています。（平成１６（２００４）年以降、５回の

災害救助法適用） 

 

・府内で２度目の大雨特別警報が発表され記録的な大雨となった平成３０年７月豪雨では、管

内各地で大規模な土砂災害が発生して死者が出たり、土砂ダムが発生したり、土石流発生箇

所では避難生活を余儀なくされる人が出たりする事態となっています。 

 

・由良川の築堤が進捗し、大雨に対して効果を発揮する一方で、内水被害の発生のほか、荒廃

した森林で山腹崩壊や風倒木が発生する場合があり、橋りょう部で流木が河道をせき止める

ことによる河川の氾濫など新たに対策が必要な課題が発生しています。 

 

・橋りょうなど老朽化施設の長寿命化対策を進めていますが、今後も老朽化施設の更なる増加

が見込まれています。 

 

▼ ハード面の整備に加えてソフト施策を効果的に組み合わせた防災・減災対策の推進が今後と

も必要です。 

 

・平成３０年７月豪雨をはじめ最近の豪雨災害では、避難に関する住民一人ひとりの意識の向

上や地域ぐるみでの防災・減災対策が課題として浮き彫りになってきたところであり、ハー

ド面の整備に加えてソフト施策（情報伝達体制の工夫、警戒体制づくり、地域での危険箇所

の情報共有や早期の避難等）を効果的に組み合わせていく取組を進めています。 

 

▼ 新興感染症などの発生に対応できる保健・医療・介護体制を平時から備えておけるシステム、

ネットワークづくりや、特に高齢者や子どもたちが住み慣れた地域社会の中で、安心して暮

らし続けることができる環境づくりが必要です。 

 

▼ 万一の原子力災害への備えが今後とも必要です。 

 

・中丹地域は高浜原子力発電所及び大飯原子力発電所から３０ｋｍ圏内のエリアに位置して

おり、福井県境では高浜原子力発電所から５ｋｍ圏内で暮らす住民も存在します。こうした
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地理的状況の中で、原子力災害はあってはならないことですが、万一発生することを想定し

た備えも進めています。 

 

 

 

ア 災害に強い社会基盤整備 

 

■流域全体で水害を軽減させる「流域治水」を計画的に推進します。 

○ あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水プロジェクト」の充実を目指すとともに、

「ふせぐ・そなえる・ためる」取組みを通じて住民の防災意識を高め、地域の防災力強化

につなげます。 

○ 森林整備による水源涵(かん)養機能の向上、土砂・流木等の流出防止対策の促進や農地・

ため池・貯留施設の貯留機能の向上等を図る「総合的な治山・治水・流域対策」を進めま

す。 

○ 荒廃森林の整備に向けて、森林作業道を開設し、スギ・ヒノキ林の間伐の実施や広葉樹

との混交林化を進めます。 

○ 「ため池安心安全マップ」（ハザードマップ）を活用して、災害時の安全な避難を啓発す

るとともに、ため池の改修・廃止を計画的に進めます。 

○ 調節池や排水機場の運用などの内水対策に加えて、国や市と連携し市街地の河川改修を

更に進めます。（弘法川・法川） 

○ 市が取り組む内水対策事業（排水ポンプ場整備等）と連携し、市街地の総合的な浸水対

策を進めます。（高野川、志楽川） 

○ 河川の増水等による住宅地等の浸水を防ぐため、管内３市と連携し浸水対策を進めます。

（伊佐津川、米田川、志楽川、堀川、祖母谷川、与保呂川、河辺川、八田川、牧川、宮川） 

○ 由良川改修について、河川整備計画に基づく国管理区間の河道掘削、堤防整備、宅地嵩

上げ等の国直轄事業を促進します。 

○ 内水被害の軽減を図るため、国・府・市が連携して由良川の河道掘削や排水ポンプ場等

の施設整備による対策を進めます。（蓼原川） 

○ 国直轄事業の由良川緊急治水対策事業と連携した河川整備を進めます。（相長川、大谷

川、大砂利川） 

○ 避難所や住宅等を守るため危険木除去や簡易防災施設の設置、砂防・急傾斜地崩壊対策

事業や、京都府災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（市町村事業）の支援等により、土砂

災害対策を進めます。（砂防事業、急傾斜事業、治山事業等） 

○ 護岸や離岸堤の整備、適切な維持管理等を通じて海岸の侵食対策を進めます。また、安

全な港湾利用や生物生息地の確保、景観への配慮、海浜の適正な利用を図るため、漂流・

漂着ごみ対策を推進します。 
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○ 各市の海岸漂着物の回収や処理対策等を支援するとともに、学校や関係団体と連携して、

由良川流域で一体となった海岸漂着物の発生抑制に向けた取組を進めます。（再掲） 

○ 大規模盛土造成地の安全性を把握する調査を進めるとともに、「宅地造成及び特定盛土

等規制法（盛土規制法）」等に基づき、関係機関が連携して危険な盛土等の規制を進めま

す。 

○ 廃棄物の不法投棄を撲滅するため、監視体制を強化し、早期発見・未然防止に努めると

ともに、悪質な不法投棄に対応するため関係機関との連携を強化します。 

○ 主要幹線道路や迂回路のない道路沿いにある危険木の伐採など、予防的な対策を強化し、

山地災害危険地区内の防災対策を推進します。 

 

■災害発生時等の交通ネットワーク確保や交通安全対策を進めます。 

○ 災害発生時の人員や物資等緊急輸送にかかる交通が確保されるよう、国直轄事業等の広

域幹線道路の整備促進を図ります。（舞鶴若狭自動車道４車線化（舞鶴西ＩＣ～福井県）、

国道９号（福知山道路、夜久野改良、辻地区他付加車線整備等）、国道２７号（西舞鶴道

路、青葉改良等）、臨港道路上安久線等） 

○ 国直轄事業の由良川河川改修と連携して道路整備を進めます。（国道１７５号（福知山

市下天津）、国道１７８号（舞鶴市丸田）、舞鶴福知山線（舞鶴市三日市）、舞鶴綾部福知

山線（福知山市川北～猪崎） 

○ 洪水時でも管内３市を結ぶ主要な幹線道路（国道２７号、国道１７５号、福知山綾部線）

のネットワークが確保できるよう、路面のかさ上げなど道路機能の強化等を図ります。

（国道１７５号、福知山綾部線） 

○ 車両等の通行の安全確保や集落の孤立化防止のため、道路法面の崩落防止等の対策を進

めます。 

○ 子どもや高齢者の交通事故防止のため、路肩の拡幅やポールを設置するとともに、地域、

保育所・幼稚園、学校、行政、警察等が連携し、安心して通行できる交通環境の整備を推

進します。 

○ 良好な景観の形成と安全で快適な通行空間の確保、道路の防災性の向上等のため、無電

柱化等を推進します。（福知山停車場線、福知山綾部線、小倉西舞鶴線、広野綾部線等） 

 

■施設老朽化等への備えを強化します。 

○ 「府民協働型インフラ保全事業」等を活用し、住民の日常生活における身近な気付きを

地域の安心・安全の向上やインフラ長寿命化等に反映させます。 

○ 国の「防災・減災・国土強靱化のための５か年加速化対策」等を活用し、メンテナンス

サイクルの確立や中長期的な視点に立ったコスト管理等により、道路・橋りょう、河川・

砂防・海岸施設、ため池、治山ダム、漁港等の老朽施設の整備を進めます。 
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○ 木造住宅耐震診断士の派遣や耐震改修費用の補助など住宅耐震診断・改修を支援します。 

 

イ 災害対応力の強化 

 

■災害情報を迅速に提供できる環境整備を進めます。 

○ 令和２年６月より危機管理型水位計や河川防災カメラの運用を開始したところであり、

引き続き、路面監視カメラの設置等を進め、河川の水位や雨量、道路の冠水状況等、災害

時の避難に必要な情報を迅速に提供します。 

 

■災害発生時の緊急対応体制を充実・強化します。 

○ 平常時から、地域防災訓練の実施や「災害医療連絡会」の開催等を通じて、自衛隊や防

災関係機関、地域災害拠点病院や二次救急医療機関をはじめとする地域の医療関係機関

との連携強化と資機材の整備拡充を図ります。 

○ 災害の警戒段階から市に災害対策現地情報連絡員を派遣するなど危機管理体制を速や

かに構築するとともに、大規模災害の発生時には、ＤＭＡＴなど保健医療福祉に係る専

門チームの受援体制を構築し、迅速な災害救助活動や超急性期から回復期に至る切れ目

のない医療・保健の確保を図ります。 

○ 災害時の公衆衛生の要である中丹西、中丹東保健所について、災害時の対応力を強化す

るとともに、市町村と連携し感染対策を講じた避難所運営のあり方についても検討を進

めます。 

○ 大規模水害等が発生した際の避難先の確保に向け、河川ブロック単位での被害想定を踏

まえ、北部５市２町協議会と連携して広域避難マニュアルを作成し、広域避難の仕組み

を構築します。 

○ 大規模広域災害時等において京都の活力を維持・向上させるため、京都ＢＣＰ行動指針

に基づき、管内関係市やライフライン事業者等の防災関係機関と連携して、管内工業団

地等における災害情報の収集や応急・復旧対策を支援する連携型ＢＣＰの取組を進めま

す。 

 

■地域ぐるみによる防災・減災対策の取組を支援します。 

○ 管内３市全ての自主防災組織における水害等避難行動タイムラインの作成の促進と「避

難時声掛け体制」の強化など、「自らの命は自ら守る」意識を醸成し、地域のつながりを

生かして早めの避難を促す「逃げ遅れゼロ・プロジェクト」を展開します。 

○ 福祉事業者や自主防災組織等と連携し、避難行動要支援者ごとの状況を踏まえた個別避

難計画の作成を促進するため、管内３市に助言を行うとともに、研修会の開催など管内

３市と関係機関・団体との連携強化を進めます。   
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○ 「中丹自然災害情報連絡ネットワーク」（情報管理システム）について、信頼度の高い災

害情報等を提供していただく府民を拡大するとともに、収集した災害情報を防災関係機

関と共有することにより、自然災害時の初動対応を強化します。   

 

ウ 安心して暮らせる環境整備 

 

■新興感染症などの発生に対応し、特に高齢者や子どもたちが安心して暮らし続ける

ことができる環境づくりを進めます。 

○ 「京都版ＣＤＣ（疾病予防管理センター）」の設置に合わせて、感染症への総合的な対応

力を強化するとともに、感染症患者を受け入れるために必要な人材育成、関係団体や医

療機関が行う研修等の取組を支援します。（再掲） 

○ 保健所単位で設置する地域医療構想会議で、感染症の流行など新たな地域課題を明確化

し、地域の実情を踏まえた必要な病床機能の確保を進めます。（再掲） 

○ 介護福祉施設や児童福祉施設等において、高齢者や子どもが安心してサービスを利用で

きるよう、施設職員等への感染症研修の実施などによる感染症対策の取組を支援します。

（再掲） 

○ 地域の医師会をはじめ介護・福祉の関係団体等とのネットワークを強化し、誰もが安心

して医療や福祉のサービスが受けられる体制づくりを進めます。（再掲） 

○ 一人暮らしの高齢者が増加する中、企業ボランティアによる暮らしを見守るセーフティ

ネットの活動や、ＩＣＴ技術活用の実践を行い、高齢者向けの日々の生活の見守り、買物

等の支援を進めます。（再掲） 

○ 高齢者等の消費者被害を未然に防ぐため、官民一体となって地域の見守りを強化します。

（再掲） 

○ 野生鳥獣（ツキノワグマ）による地域住民への人身被害を防ぐため、痕跡や聞き取りの

調査を行い、侵入防止柵や捕獲檻の設置等の対策を行います。（再掲） 

○ 野生鳥獣（ニホンザル）による地域住民への威嚇や家屋侵入等の被害を防ぐため、群れ

の行動パターンを調査し、追払いや捕獲等の対策を行います。（再掲） 

 

エ 万一に備えた原子力防災対策の充実 

 

■危機管理体制の充実強化を図ります。 

○ 原子力災害発生時における広域避難計画の実効性を高めるため、住民・関係機関等と連

携した訓練により中丹原子力災害警戒支部・対策支部活動計画等の検証を行うとともに、

緊急事態時に避難者の汚染検査・簡易除染、通過証発行等を行う避難退域時検査場所を

運営できる職員を育成します。 
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○ 原子力災害発生時の迅速な避難のため、高浜発電所及び大飯発電所から概ね３０ｋｍ圏

内の半島部や山間部など代替ルートのない路線において、車両の離合困難な区間の道路

整備を推進します。（舞鶴野原港高浜線、田井中田線、松尾吉坂線、綾部美山線、舞鶴和

知線、上杉和知線、老富舞鶴線、名田庄綾部線、綾部大江線） 

○ 原子力災害発生時の広域避難ルートを確保するため、舞鶴若狭自動車道の４車線化（舞

鶴西ＩＣ～福井県境）や国道２７号（西舞鶴道路、青葉改良）の整備を促進するととも

に、小倉西舞鶴線、小浜綾部線等の整備を推進します。 
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４ 広域連携プロジェクト（エリア版） 

 

京都府北部地域連携都市圏広域連携プロジェクト  

 

●京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会が、観光や産業、教育、医療、交通、環境等の

各分野で、水平型の連携により実施している先駆的な取組の深化と協働して、日本海側最

大級の都市圏の形成と地域の発展を目指します。 

●京都舞鶴港や高速道路網の基盤整備を進めるとともに、豊かな自然環境や産業集積地が共

存する強みを生かし、新たな産業拠点の形成や、他地域から人々を呼び込める職住一体型

の生活圏の構築を進めます。 

 

＜主要な方策＞ 

・京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会と連携した複合的な政策間連携の深化 

（セカンドステージ） 

・医療機関間の機能分担と連携強化による持続可能な医療提供体制の確保 

・関西経済圏の日本海側ゲートウェイ化（環日本海人流促進） 

・世界最高レベルのシルクと染めの技術を活用したテキスタイル産地の形成 

・脱炭素、資源の水平リサイクル等のサスティナブル産業の集積拠点の形成 

・福知山、綾部の産業団地をはじめ、北部のものづくり産業の産学公連携によるステップア

ップ 

・地域産業を支える北部物流拠点の形成 
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10 森の京都エリアの府域の観光消費額単価 円
2,345円

（2020年）

（２）絆と交流の地域づくり

指標名称 単位
基準値

(2022年度)
数値目標

(2026年度)

6 管内の製造品出荷額等 億円
6,447

(2020年）
7,077

(2025年)

4 不本意非正規雇用者の割合 ％
10.9

（2017年）

回
27

(2021年度)
人権に関する啓発活動の取組回数

1 管内への移住者数（累計）

指標名称 単位
基準値

(2022年度)
数値目標

(2026年度)

4,300円
（2026年）

3

％
64％

（2021年）
76％

（2026年）

9 森の京都エリアの観光客の満足度 ％
50％

（2021年）

8 海の京都エリアの府域の観光消費額単価 円
9,246円

（2020年）
12,500円

（2026年）

7 海の京都エリアの観光客の満足度

62％
（2026年）

中丹地域振興計画の数値目標

（１）若者が定着する持続可能な地域づくり

人
179

(2021年度)

2,035
(2022～2026年

度)

10.7

5 主な農林水産物の生産額 万円
91,366

(2021年度)
128,430

(2025年度)

2
「中丹子育て未来づくり１００人会議」の趣旨に賛同する
個人・団体・企業数（累計）

人・
団体

151
(2021年度)

250
(2025年度)

40
(2025年度)
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※

※

目標設定の考え方 出典 参考年間目標
関連
方策

過去４年間の平均増加額１３０億円を目標として設
定

経済構造実態調査
（経済産業省）

中丹広域振興局に
よる実態把握

2021年：    6,557
2022年：    6,687
2023年：    6,817
2024年：    6,947

京都府観光入込客
調査（京都府）

京都府観光動向調
査（京都府）

2022年度：    －
2023年度：    53
2024年度：    56
2025年度：    59

京都府観光動向調
査（京都府）

毎年約５００円の増加、２０２６年度に４，３００
円を目標として設定

京都府観光入込客
調査（京都府）

2022年度：    －
2023年度： 2,800
2024年度： 3,300
2025年度： 3,800

ア、イ、
ウ

ア、イ、
ウ

2022年度：    －
2023年度:  9,800
2024年度: 10,300
2025年度: 10,800

ア、イ、
ウ

2022年度：　  －
2023年度：    67
2024年度：    70
2025年度：    73

ア、イ、
ウ

ウ

　地域振興計画に掲げた取組について、その進捗を客観的に評価するため、計画の最終年度（２０２
６年度）における数値目標を設定します。

他の計画に位置付けられた数値目標を本計画において設定しているものについては、他の計画期間の満了等により
その計画が改定された場合は、改定後の計画で位置付けられた数値目標に置き換えるものとします。

就業構造基本調査
（総務省）（５年
ごとに調査）

啓発活動の取組回数を増やし、４年後に基準年度よ
りも１.５倍に増加させる

「関連方策」欄に記載している記号は、施策の基本方向に掲げる具体方策の記号を示しています。

子育てしやすい地域づくりに賛同し取組を推進する
個人・団体・企業の増加を目標として設定

基準値設定年における近畿１位（奈良県:１０．
７％）の水準をめざす

中丹広域振興局に
よる実態把握

出典

2022年度：     30
2023年度：     33
2024年度：     36
2025年度：     40

京都府政策企画部
による実態把握
（市町村等からの
聞き取り）

中丹広域振興局に
よる実態把握

府全体の目標値７，０００人の設定に合わせ、２０
２２年～２０２６年までの５年間で中丹地域の移住
者２，０００人超をめざす

2022年度：    175
2023年度：    200
2024年度：    225
2025年度：    250

毎年約３ポイントずつの上昇、２０２６年度に７
６％を目標として設定

毎年約３ポイントずつの上昇、２０２６年度に６
２％を目標として設定

毎年約５００円の増加、２０２６年度に１２，５０
０円を目標として設定

関連
方策

2022年度： 96,120
2023年度：104,420
2024年度：113,820
2025年度：128,430

ア、ウ

－ ア、ウ

イ

ア、イ

ア、ウ

参考年間目標

2022年度：    180
2023年度：    580
2024年度：    980
2025年度：  1,465

目標設定の考え方

ブランド産品や新たな品目の生産拡大等に取り組
み、１２億円超の生産額を目標とする
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18
避難退域時検査場所において汚染検査・簡易除染、通過証
発行等を行うことができる職員の育成数（累計）

人
124

(2021年度)
240

(2025年度)

17 タイムラインを策定した組織数（累計） 組織
204

(2021年度)
364

(2025年度)

16 防災士資格取得者の人数（累計） 人
244

(2022年6月末現
在)

360

9

（３）安心・安全に暮らせる地域づくり

指標名称 単位
基準値

(2022年度)
数値目標

(2026年度)

11
地域住民、移住者、関係人口等でビジョンを共有してまち
づくりに取り組む地域数（累計）

地域 －
3

(2025年度)

12 クルーズ船寄港回数

指標名称 単位
基準値

(2022年度)
数値目標

(2026年度)

13 京都舞鶴港コンテナ取扱量（空コンテナ含む） TEU
18,063

(2021年)

洪水時の３市間道路ネットワーク確保に向けた整備等の完
成箇所数（累計）

箇所
4

(2021年度)

4
(2021年)

40
(2026年)

15 土砂災害に対する要対策箇所の整備済数（累計） 箇所
308

(2021年度)
316

25,000
(2026年)

14

回
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2022年度：    150
2023年度：    180
2024年度：    210
2025年度：    240

エ

目標設定の考え方 出典 参考年間目標
関連
方策

2022年度　　 －
2023年度：    1
2024年度：    2
2025年度：    3

ア

過去最高の寄港回数（３９回）を上回ることを目標
に設定

京都府港湾局によ
る実態把握

2022年：      5
2023年：     15
2024年：     25
2025年：     35

ア、ウ

「京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関
する条例」に基づく移住者受入・活躍応援計画を策
定する地域を５年間で管内３市各１地域の認定をめ
ざす

京都府政策企画部
による実態把握

コンテナターミナルの限界取扱能力である、２５，
０００ＴＥＵまで増加させることを目標に設定

京都府港湾局によ
る実態把握

2022年： 20,000
2023年： 22,000
2024年： 23,000
2025年： 25,000

ウ

目標設定の考え方 出典 参考年間目標
関連
方策

2022年度：      5
2023年度：      5
2024年度：      5
2025年度：      5

ア

過去の整備実績を踏まえ３１６箇所まで整備を進め
ることを目標に設定

京都府建設交通部
による実態把握

2022年度：    309
2023年度：    312
2024年度：    312
2025年度：    313

ア

洪水時でも管内３市を結ぶ主要な幹線道路のネット
ワークが確保できるよう、対応が必要な１２箇所の
うち９箇所を完成させるとともに、３箇所について
は早期着手に向けて、地元調整等に努める。

中丹広域振興局に
よる実態把握

2023年度：    270
2024年度：    300
2025年度：    330
2026年度：    360

イ

自主防災組織のタイムラインについて、毎年度４０
組織ずつ策定することをめざす

中丹広域振興局に
よる実態把握

2022年度：    244
2023年度：    284
2024年度：    324
2025年度：    364

イ

防災士養成研修を実施することで、新たに１２０人
の防災士資格取得者を養成する

日本防災士機構に
よる把握

避難退域時検査場所（福知山市三段池公園）の運営
を主体的に行うことができる職員（年３０人）の育
成を目標に設定

中丹広域振興局に
よる実態把握
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